
 
 

 
国立研究開発法人日本原子力研究開発機構新型転換炉原型炉ふげん

の新型転換炉原型炉施設原子炉設置変更許可 
－使用済燃料の処分の方法の変更－ 

 

令和６年１月１７日 

原 子 力 規 制 庁  

 

１．趣旨  

本議題は、標記の新型転換炉原型炉施設原子炉設置変更許可について、原

子力委員会、文部科学大臣及び経済産業大臣への意見聴取の結果を踏まえ、

審査の結果を取りまとめ、新型転換炉原型炉施設原子炉設置変更許可を決定

することについて付議するものである。 

 

２．経緯  

令和５年７月２８日に、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構から、

核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律（昭和３２年法律第

１６６号。以下「原子炉等規制法」という。）第４３条の３の８第１項の規定

に基づき、新型転換炉原型炉ふげんの使用済燃料の処分の方法について、国

外において使用済燃料の再処理を行う場合、再処理により回収されるプルト

ニウムの取扱いについて明確化するための原子炉設置変更許可申請書が提出

された。また、令和５年１１月１６日に、同機構から同申請書の補正書が提

出された。 

原子力規制委員会は、本件申請について、原子炉等規制法第４３条の３の

８第２項において準用する同法第４３条の３の６第１項各号のいずれにも適

合しているものと認められることから、令和５年１１月２９日、審査の結果

の案を取りまとめ、原子力委員会、文部科学大臣及び経済産業大臣の意見を

聴くこととした。 

 

３．原子力委員会への意見聴取の結果  

原子炉等規制法第４３条の３の８第２項において準用する同法第４３条の

３の６第３項に基づき、同法第４３条の３の６第１項第１号に規定する許可

の基準の適用について原子力委員会の意見を聴いたところ、別紙１のとおり

「本件申請については、（中略）当該原子炉が平和の目的以外に利用されるお

それがないものと認められるとする原子力規制委員会の判断は妥当である」

との答申があった。 
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４．文部科学大臣への意見聴取の結果  

原子炉等規制法第７１条第１項に基づき、文部科学大臣の意見を聴いたと

ころ、別紙２のとおり「異存はありません」との回答があった。 

 

５．経済産業大臣への意見聴取の結果  

原子炉等規制法第７１条第１項に基づき、経済産業大臣の意見を聴いたと

ころ、別紙３のとおり「許可することに異存はない」との回答があった。 

 

６．審査の結果  

令和５年１１月２９日に原子力規制委員会において取りまとめた審査の結

果の案について、本日付けで別紙４のとおり審査の結果として取りまとめる

ことを決定いただきたい。 

 

７．新型転換炉原型炉施設原子炉設置変更許可処分  

以上を踏まえ、本件申請が原子炉等規制法第４３条の３の８第２項におい

て準用する同法第４３条の３の６第１項各号に規定する許可の基準のいずれ

にも適合していると認められることから、同法第４３条の３の８第１項の規

定に基づき、別紙５のとおり許可することを決定いただきたい。 
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＜資料一覧＞ 

【別紙１】（原子力委員会からの回答） 

「国立研究開発法人日本原子力研究開発機構新型転換炉原型炉ふげんの新型

転換炉原型炉施設の原子炉設置変更許可について（答申）」 

参考 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構新型転換炉原型炉ふげん

新型転換炉原型炉施設原子炉設置変更許可に関する意見の聴取につい

て 

 

【別紙２】（文部科学大臣からの回答） 

「国立研究開発法人日本原子力研究開発機構新型転換炉原型炉ふげん新型転

換炉原型炉施設原子炉設置変更許可に関する意見の聴取について（回答）」 

 

【別紙３】（経済産業大臣からの回答） 

「国立研究開発法人日本原子力研究開発機構原子炉廃止措置研究開発センタ

ー新型転換炉原型炉施設の原子炉設置変更許可に関する意見の聴取につい

て（回答）」 

 
【別紙４】（審査の結果（案）） 

「国立研究開発法人日本原子力研究開発機構新型転換炉原型炉ふげん新型転

換炉原型炉施設原子炉設置変更許可申請書の核原料物質、核燃料物質及び

原子炉の規制に関する法律に規定する許可の基準への適合について（案）」 

 

【別紙５】（原子炉設置変更許可（案）） 

「国立研究開発法人日本原子力研究開発機構新型転換炉原型炉ふげんの設置

変更について（案）」 
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国立研究開発法人日本原子力研究開発機構新型転換炉

原型炉ふげん新型転換炉原型炉施設原子炉設置変更許

可申請書の核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に

関する法律に規定する許可の基準への適合について（案） 
 

番 号 

年 月 日 

原 子 力 規 制 委 員 会 

 

令和５年７月２８日付け令０５原機（ふ）１１３（令和５年１１月１６日付

け令０５原機（ふ）２５７をもって一部補正）をもって、国立研究開発法人日

本原子力研究開発機構 理事長 小口 正範から、核原料物質、核燃料物質及

び原子炉の規制に関する法律（昭和３２年法律第１６６号。以下「法」という。）

第４３条の３の８第１項の規定に基づき提出された新型転換炉原型炉施設原

子炉設置変更許可申請書に対する法第４３条の３の８第２項において準用す

る法第４３条の３の６第１項各号に規定する許可の基準への適合については

以下のとおりである。 

 

１．法第４３条の３の６第１項第１号 

本件申請については、 

・既に廃止措置中であり、運転停止に関する恒久的な措置がとられており、

原子炉は運転されないこと 

・使用済燃料については、国内又は我が国と原子力の平和利用に関する協

力のための協定を締結している国の再処理事業者において全量再処理

を行うという方針に変更はないこと 

・国外において再処理を行う場合、再処理により回収されるプルトニウム

は、我が国と原子力の平和利用に関する協力のための協定を締結してい

る国の許可を有する原子力事業者に平和利用の目的のみに譲り渡すこ

と 

から、発電用原子炉が平和の目的以外に利用されるおそれはないものと認

められる。 

 

２．法第４３条の３の６第１項第２号から第５号 

本件申請については、使用済燃料の処分の方法に係る事項以外を変更する

ものではなく、法第４３条の３の６第１項第２号から第５号に規定する許

可の基準に係る事項に変更はない。 

 

【別紙４】 
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（案） 

番   号   

年 月 日   

 

 

国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 

理事長 名 宛て 

 

 

 

原子力規制委員会        

 

 

 

国立研究開発法人日本原子力研究開発機構新型転換炉原型炉ふげん

の設置変更について 

 

 

令和５年７月２８日付け令０５原機（ふ）１１３（令和５年１１月１６日付

け令０５原機（ふ）２５７をもって一部補正）をもって、申請のあった上記の

件については、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律（昭和

３２年法律第１６６号）第４３条の３の８第１項の規定に基づき、許可します。 

 

【別紙５】 

10


